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平成２５年２月８日 
環 境 省 

 

１．本８日、外務省より、中国側に対して、中国の大気汚染

に関し春節明け早々にも日中間で協議を実施し、情報交換を

行うとともに、いかなる協力が可能か検討していきたい旨伝

達しました（別紙外務省報道資料）。 

 

２．環境省は、外務省と連携し、この日中間での協議等を通

じ、本日発表したとおり、東アジア酸性雨モニタリングネッ

トワーク（EANET）における PM2.5 観測網の充実（観測

項目及び観測地点の拡充等）について対中協力を推進します。 
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中国の大気汚染に関する外務省としての対応 

 
１ 最近の中国における深刻な大気汚染に関し、外務省としては、在留邦人保

護の観点から、以下の対応をとっているところです。 

  （１）１月１４日以降、中国における大気汚染の状況について、在中国日

本国大使館及び総領事館から、ホームページ等を通じた情報発信と注意

喚起を行っています。 

  （２）２月６日及び７日、日本国大使館の医務官と書記官が在留邦人に対

して、中国の大気汚染に関する説明会を開催しました。 

（３）２月１９日、天津において、また、同月２６日において上海において、

書記官及び医務官による説明会を開催予定です。 

（４）３月１１日から１５日に北京、上海、広州で虎ノ門病院の呼吸器内科

部長による説明会を開催予定です。 

 

２．また、本８日、中国側に対して以下のとおり伝達しました。  

（１）日本政府及び国民は、最近の中国の大気汚染の深刻な状況を日本の

環境にも影響を与えかねない問題として、また、在留邦人保護の観点か

ら、高い関心を持って注視している。 

（２）ついては、本件に関し、春節明け早々にも日中間で協議を実施し、

情報交換を行うとともに、いかなる協力が可能か検討して行きたい。 

 

 

 

◆ 内容についてのお問い合わせ先 

外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第二課 福嶋事務官 （内線：３９０７番） 
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